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１　南北道路の概要

（都）和布郷瀬線
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　■都市計画道路

●路線数　16路線
●総延長　43,100ｍ
●整備率　64.7％（R8.4.1）

加東市

○都市計画道路とは

● 都市計画法に基づいて都市計画決定された道路

→ 安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を確

　 保する都市の骨格となる道路

● 高度経済成長期に多くの計画が決定されてきた。
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　■南北道路概要

（都）和布郷瀬線【通称：南北道路】
  全長：3,060m（未整備　770m)
  計画道路幅員：18ｍ
  都市計画決定：昭和32年12月23日
　　　　　　　（69年前）
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　■南北道路概要

（都）和布郷瀬線【通称：南北道路】
  全長：3,060m（未整備　770m)



南北道路概要（(都) 和布郷瀬線　L=770m）　
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施行地区面積：約3.8ha
延長：472ｍ
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（都）和布郷瀬線（南北道路）の課題

課題（道路、防災・安全）解決

➡ 中心市街地の活性化に寄与

（立地適正化計画の推進）

道路

防災・安全

【都市計画道路】
 市の中⼼部を通り、都市の骨格を形成する都市計画道路だが、⼀⽅通⾏の
区間があり、幹線道路としての機能を果たせていない。
幅員に対して交通量が多く、歩⾏者や⾃転⾞通⾏者にとって危険な道路と
なっている。（⼀部は通学路で、過去には事故も発⽣）
【⼀般道路】
 ⽣活道路の多くが幅員４ｍ未満の狭隘な道であり、緊急⾞両の通⾏が困難
な箇所がある。

 ⽼朽化した⽊造建築物が密集しており、空き家も多くみられる。地震によ
る建物倒壊等による避難路の確保や⽕災発⽣時の延焼を防⽌する機能が確保
できていない。災害時の⼀時避難所となる広場がない。



　南北道路を含む周辺状況

南北道路【（都）和布郷瀬線】

東西道路【（都）西脇上戸田線】

西脇三田線（県道）
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２ これまでの経緯・取組



　これまでの経緯
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　きっかけ

●　平成16年：災害時、復旧作業等に大きな支障となった。

●　平成24年：議会で当時の区長より、道路整備について【陳情】

●　平成27年：西脇区民意見交換会において、南北道路整備を進めていこうと

　　（１月）　いう話合いがされる。

●　平成27年：南北道路整備を中心とした道路整備を進めることにより、安心　　

　　（３月）　して住める元気なまちになるといった「西脇区まちづくり再編

　　　　　　　計画」が策定される。

●　平成27年：まちかどミーティングにおいて「時間がかかるかもしれないが、

　　（９月）　準備にかかりたい」と市長が表明

●　大きな課題であり、具体的に検討していくために勉強会がスタート



　これまでの経緯
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　Ｈ28～Ｒ５の取組

●　平成28年：現地視察（箕面市、彦根市）

●　平成29年：整備に向け中心的な役割を担う世話役会がスタート

●　平成30年：アンケート調査（都市計画道路の計画内容について）

●　令和元年：まちづくり基本構想の作成

●　令和２年：まちづくり基本構想の説明、区画整理事業による整備計画の検討

　　　　　　　アンケート調査実施（整備手法について）

●　令和３年：区画整理の勉強会・個別ヒアリング

●　令和４年：アンケート調査（土地利用の意向について）、概略換地案の作成

権利者個別説明

●　令和５年：組合施行による区画整理事業を進めることについて権利者の９割　　

　　（10月）　以上の方から仮同意を得る。 事業実施に向け
取組スタート
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まちづくり基本構想（R1-2）

整備の
優先順位・時期・手法

について検討



整備計画図（案）
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　これまでの経緯
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　Ｒ６～の取組

●　令和６年：組合設立準備会発足（６月）

　　　　　　　役員会スタート

　　　　　　　権利者に土地利用意向の最終確認

　　　　　　　※換地する施行前宅地と先買い面積・箇所の確定

　　　　　　　　　　先行買収スタート

　　　　　　　　　※Ｒ６～Ｒ８

　　　　　　　基本設計（道路・排水・公園緑地・公園緑地　等）　

●　令和７年：認可申請書、実施計画書、都市計画決定図書作成

　　　　　　　町内会別意見交換会の実施（南旭町、仲之町、戎町）※東本町は回覧

　　　　　　　



３　令和８年度の予定



未登記
借地権
の申告
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今年度の取組みについて

Ｒ８
年
度

宅地の
先買い
（市）

組合設立認可

➡ 組合設立（土地区画整理事業の開始）

施行区域
の

都市計画
決定

同意書の
取得

認可申請書作成⇒組合設立認可申請

Ｒ９
年
度

組合設立
準備会

・無電柱化　
　予備設計



 ■　今後のスケジュール
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事　項 手続 時　期（予定） 備　考

 西脇市都市計画審議会

 素案の作成・関係機関協議

 西脇市都市計画審議会

 県／知事協議

 案の縦覧

 西脇市都市計画審議会

 決定告示

法定

法定

法定

法定

　令和８年５月15日

　（令和８年６月）

　（令和８年10月）

　（令和８年11月）

　（令和９年１月）

　（令和９年２月）

　（令和９年３月）

　内容説明

　

　事前協議（付議）

　

　２週間

　本審議

　



ご静聴ありがとうございました


